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大面積ダイヤモンド基板製造装置の代表的事例

【出典】特許4849691（産業技術総合研究所）
【出典】特許6450919（アダマンド並木精密宝石）

モザイク配置方式 柱状ダイヤモンド下地方式



ホモエピタキシャル成長・ヘテロエピタキシャル成長
【出典】Semi journal

・基板とエピ膜が同材料であ
るエピ成長を

ホモエピタキシャル成長、

・異種材料であるものを

ヘテロエピタキシャル成長と
呼ぶ。



エピ成長速度
【出典】Semi journal

によるエピ成長速度は

「原料ガスの種類・原料ガス濃度対キャリアガス
比率 ・温度・圧力」に依存する。

によるエピ成長速度は、反応律速領域、拡
散律速領域に分けられる。

・反応律速領域は活性化エネルギーが大きく、基
板上での反応が律速となる。

・拡散律速領域は基板温度が十分に高く、原料
ガスの基板表面への拡散が律速となる。



成長メカニズム
【出典】Semi journal

シリコン基板表面は、通常、右図の様
な原子レベルで平坦な幅の広いファ
セット テラス 、ファセット平面の端部
にある段差のステップ、ステップ同士
が交差してできる凹凸部のキンクを有
する構造になっている。

原料の熱分解・還元によって生成し
た 基板上の原子は、ファセット表面
の 原子とすぐに吸着しない。

ファセット上の 原子は、表面を移動
し、ステップあるいはキンクが存在す
る位置で結合し、成長する。ステップ
端がファセット表面を覆うように 層
層進行する。これを「層成長」と呼ぶ。



ＣＶＤ合成の成長メカニズム
【出典】北脇 裕士、

CGL通信 vol55 「天然ダイヤモンドvs合成ダイヤモンド －成長履歴の違いによる鑑別ー

CVD法では｛100｝の方位の種結晶を用いるが、数度のオフ角を持たせている。このオ
フ角を持たせることで｛110｝方向に原子のステップが現れる。

原子は平坦なテラスよりもステップに吸着しやすく、ステップを中心に成長が進んでい
く。



ダイヤモンド形成技術／分類

下地基板上に形成されたダイヤモンド

下地基板

1．ラジカル発生手段による分類
①マイクロ波プラズマＣＶＤ法・・・共振型では、成長速度：
300μｍ／ｈと早いが、4インチ級への大面積化が困難。
②熱フィラメントＣＶＤ法・・・大面積は可能であるが、成長
速度が10μｍ／ｈと遅い。

2．下地表面の形態による分類
①ヘテロエピタキシャル成長法

②ヘテロエピタキシャル成長法

3．下地基板から分離させる手段による分類
①イオン注入＋ウエットエッチング

②内部歪みを用いた分離（ステップフロー成長法）

【ダイヤモンド形成の模式図】



パワー半導体応用のためのダイヤモンド基板製造技術／大学・企業等の動向

1．ダイヤモンド成長の手段による分類
①マイクロ波プラズマＣＶＤ法

②熱フィラメントＣＶＤ法

2．下地表面の形態による分類
①ホモエピタキシャル成長法

②ヘテロエピタキシャル成長法

3．下地基板から分離させる手段による
分類
①イオン注入＋ウエットエッチング

②内部歪みを用いた分離（ステップフ
ロー成長法）
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信越化学

アリオス、金沢大学
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アダマンド並木精密宝石／ Orbray
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ダイヤモンド合成用マイクロ波プラズマＣＶＤ装置の特許技術動向と課題

種類（マイクロ波導入手段、電界分布制御
による分類）

１．導波管（円形、矩形）型

２．アンテナ電極型

３．空洞共振型

（１）楕円ドーム共振型

（２）球形ドーム共振型

（３）扁平ドーム共振型

非共振型では

合成速度

・１～１０μｍ／ｈ程
度

球形ドーム共振型、

扁平ドーム共振型

・３００ μｍ／ｈ

基板面積

・２インチ程度以下

課題

（１）大面積・均一プラズマ
の形成（従来装置は、４イ
ンチ級大面積基板への対
応困難）

（２） p型半導体形成（従
来装置は、ボロンドープ
が困難）

解決策候補（案）

炭化タンタル被覆の熱フィラメン
ト兼用ＶＨＦプラズマ電極を用い
たダイヤモンド合成装置

・特開2023-155498、特開
2023-168450、特開2023-
168473



ダイヤモンド基板製造装置の現状・動向・今後の展開
（纏め／４インチ級への対応を目指して）

基板の種類
実用化進展中の技術

（キー技術：製作したタイヤモンドを基
板から分離させる方法）

合成技術の種類

ダイヤモンド

サファイア等
ヘテロエピタキシャル成長法
・ステップフロー成長法
・マイクロニードル法

ホモエピタキシャル成長法
・基板モザイク配置法

・イオン注入によるダイヤモンド
の剥離法

・マイクロ波ＣＶＤ法
（空洞共振方式、非空洞共振方式）

・熱フィラメントＣＶＤ法

今後の展開／大面積化技術候補（案）
炭化タンタル被覆の熱フィラメント兼用ＶＨＦプラズマ
電極を用いたダイヤモンド合成装置
・特開2023-155498、特開2023-168450、特開
2023-168473

現状：マイクロ波ＣＶＤ法の成膜速度・基板面積

（１）空洞共振方式： 300μｍ／ｈ、１０ｍｍ級
（２）非空洞共振方式： 100μｍ／ｈ、２インチ級



特許事例に見るダイヤモンド基板形成技術の課題と進展

（１）特許4849691（産業技術総合研究所）／大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法：モザイク
配置

（２）特許5887742（金沢大学、アリオス、産業技術総合研究所）／ダイヤモンド基板：結晶面｛１１１｝から
なる母ダイヤモンド基板へのラテラル成長ダイヤモンド

（３）特許6450919（アダマンド並木精密宝石）／ダイヤモンド基板及びダイヤモンド基板の製造方法：柱
状ダイヤモンド基板へのヘテロエピタキシャル成長

（４）特許7078947（信越化学工業、産業技術総合研究所、金沢大学）／ダイヤモンド製膜用下地基板及
びそれを用いたダイヤモンド基板の製造方法：シリコン基板上に酸化マグネシウムとオフ角を有するイリジ
ウムを複層に形成

（５）特許7161158（アダマンド並木精密宝石）／ダイヤモンド基板層の製造方法：ＭｇＯ単結晶等の基板
にマイクロ波プラズマによるダイヤモンドを形成し、該ダイヤモンドを以外を除去して、新たなダイヤモンド
基板とする



（１）特許4849691（産業技術総合研究所）
大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法

【発明が解決しようとする課題】

目的は、性質の揃った複数の単結晶
ダイヤモンド基板を接合して大面積
の単結晶基板を製造する方法

であって、

比較的簡単な操作によって、良質な
大面積のモザイク状単結晶ダイヤモ
ンドを作製可能な方法を提供するこ
と。



（１）特許4849691（産業技術総合研究所）
大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法

・親基板（ダイヤモンド）を、イオ
ン注入法とエッチング法を用い
たダイヤモンド分割手段により、
子基板を作る。

・複数の子基板をモザイク状に
配置する。

・ＣＶＤ法により、ダイヤモンドを
形成する。子基板の隙間は形
成されるダイヤモンドで埋めら
れる。

・配置する子基板の個数を増や
すことにより、容易に大面積化
が可能である。



（１）特許4849691（産業技術総合研究所）
大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法



（１）特許4849691（産業技術総合研究所）
大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法

【請求項１】
下記の工程を含む単結晶ダイヤモンドからなる大面積基板の製造方法：
（１）単結晶ダイヤモンドからなる親基板にイオン注入を行って、該親基板の表面近傍に
グラファイト化した非ダイヤモンド層を形成し、該非ダイヤモンド層をエッチングして、該
非ダイヤモンド層より上層の単結晶ダイヤモンド層を分離する工程、
（２）上記（１）工程で用いた親基板に対して、（１）工程の操作を繰り返し行い、（１）工程
で分離した単結晶ダイヤモンド層と同一の厚さを有する１個又は２個以上の単結晶ダイ
ヤモンド層を分離する工程、
（３）上記（１）工程及び（２）工程で分離された複数の単結晶ダイヤモンド層を、平坦な支
持台上に、互いの側面が接触し、結晶面の方向が一致した状態で、且つ親基板から分
離された面が露出する状態で載置する工程、
（４）上記（３）工程で支持台上に載置された複数の単結晶ダイヤモンド層の親基板から
分離された面上に、気相合成法で単結晶ダイヤモンドを成長させて、複数の単結晶ダイ
ヤモンド層を接合する工程。



（２）特許5887742（金沢大学、アリオス、産業技術総合研究所）
ダイヤモンド基板

【発明の課題】 モザイクやヘテロエピタキシャル
成長方法とプラズマＣＶＤの採用
により大面積化、低コスト化の
可能性が期待されている。

ドーピングによりＰ型半導体は
得られるが、

Ｎ型を得るのが困難である。

Ｐ型とＮ型の両方が可能である
が、ダイヤモンドの種結晶を用
いた高温高圧合成法しかなく、
大面積の基板を得ることが難
しい。

｛１１１｝結晶構造は、エ
ピタキシャル成長に伴
いクラックが発生し、厚
膜化できなかった。
また、デバイス特性に
おいて重要な膜表面の
平坦性を確保すること
ができなかった。

本発明はクラック等の
欠陥がなく表面の平坦
性に優れ、成長速度が
速く低コスト化が可能な
単結晶ダイヤモンド基
板の製造方法及びそれ
により得られる厚膜ダイ
ヤモンド基板の提供を
目的とする。

単結晶ダイヤモンド膜の

エピタキシャル成長

｛１００｝結晶構造

｛１１１｝結晶構造



（２）特許5887742（金沢大学、アリオス、産業技術総合研究所）
ダイヤモンド基板

【発明が解決しようとする課題】
単結晶のダイヤモンド膜のエピタキシャル成長において、｛１００｝結晶構造と｛１１１｝結晶構造を比較すると、｛１００｝結晶構造
はモザイクやヘテロエピタキシャル成長方法とプラズマＣＶＤの採用により大面積化、低コスト化の可能性が期待されているが、
ドーピングによりＰ型半導体を得ることができてもＮ型を得るのが困難である。

一方、｛１１１｝結晶構造はＰ型とＮ型の両方が可能であるが、これまでにダイヤモンドの種結晶を用いた高温高圧合成法しかな
く、装置に制限があり、大きなサイズの基板を得ることは難しい問題がある。

｛１１１｝結晶構造は、非特許文献に記載されているとおり、エピタキシャル成長に伴いクラックが発生し、厚膜化できなかった。
また、デバイス特性において重要な膜表面の平坦性を確保することができなかった。

本発明はクラック等の欠陥がなく表面の平坦性に優れ、成長速度が速く低コスト化が可能な単結晶ダイヤモンド基板の製造方
法及びそれにより得られる厚膜ダイヤモンド基板の提供を目的とする。

【非特許文献１】

Hydrogen incorporation control in high quality homoepitaxial diamond(111)growth,DIAMOND AND 
RELATED MATERIALS,(1999)Vol.8,p1291-1295



（２）特許5887742（金沢大学、アリオス、産業技術総合研究所）
ダイヤモンド基板

【請求項１】
表面に２°以上（２°を除く）のオフ角を有し、結晶面
｛１１１｝からなる母ダイヤモンド基板の上に直接、化学
気相成長法（ＣＶＤ）を用いてラテラル成長が発現する
条件下でダイヤモンドを成長させて得るものであり、
前記ラテラル成長が発現する条件は、
水素ガスにて希釈された炭素源ガスの供給量は０．０５
～１０％であり、
前記ＣＶＤはプラズマＣＶＤであり、
成長して得られた膜厚が２０μｍ以上で、表面がクラック
等の欠陥のないＲＭＳの値で３．３８ｎｍ未満の平坦面
であることを特徴とするダイヤモンド基板の製造方法。



（３）特許6450919（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板及びダイヤモンド基板の製造方法

【背景技術】

大面積基板対応のダイヤモンド製造方法

（１）複数の小型のダイヤモンド単結晶基板を並べたダイヤモンド単結晶成長方法（所謂、
モザイク成長法。例えば、特許第３３８７１５４）

（２）単結晶の酸化マグネシウム（MgO）基板を下地基板として用い、その下地基板上に
ヘテロエピタキシャル成長法によりダイヤモンド膜を形成する製造方法（例えば、 特許
第５０６６６５１）



（３）特許6450919（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板及びダイヤモンド基板の製造方法

【背景技術】続

（１）モザイク成長法。例えば、特許第３３８７１５４

複数のダイヤモンド単結晶基板をタイル状に並べ、そのダイヤモンド単結晶基板上に、新たに
ダイヤモンド単結晶をホモエピタキシャル成長させることで、大型のダイヤモンド単結晶基板を成
長形成する手法である。

しかし、タイル状に並べたダイヤモンド単結晶基板どうしの結合境界上には、結晶品質の劣化し
た領域として、結合境界が発生する。従って、モザイク成長法で得られたダイヤモンド単結晶に
は、必ず結合境界が生じてしまう。

結合境界が発生する理由として、結合境界の領域では成長がランダムに発生し、様々な方向
からのコアレッセンスが起こり、結合境界で大量の転位が発生するためである。この結合境界は
目視でも確認できる程の明確な境界線となる。

結合境界の部分は、半導体デバイスの成長には使用できないため、モザイク成長法で得られ
るダイヤモンド単結晶基板の面積に対して、実際に使用可能な面積は限定されてしまう。



（３）特許6450919（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板及びダイヤモンド基板の製造方法

【背景技術】続

（２）ヘテロエピタキシャル成長法によりダイヤモンド膜を形成する製造方法、

例えば、 特許第５０６６６５１。

１つの下地基板上に１枚のダイヤモンド膜をエピタキシャル成長させるので、前記モザイク成長
法のように複数のダイヤモンド単結晶基板どうしの結合境界が発生する虞が無い。

従って、モザイク結晶法及びヘテロエピタキシャル成長法の２つの方法のうち、半導体デバイス
が作製可能な基板面積の制約を受けにくいという点で、ヘテロエピタキシャル成長法が特に有望
である。

しかし下地基板とダイヤモンド間の格子定数及び熱膨張係数の相違により、成長形成されるダ
イヤモンド基板の結晶内部に応力が生じ、ダイヤモンド基板に反りやクラックが発生する。よって、
ヘテロエピタキシャル成長法でもたやすく大型の基板が得られる訳ではない。



（３）特許6450919（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板及びダイヤモンド基板の製造方法

【発明が解決しようとする課題】

ヘテロエピタキシャル成長法では、下地基板とダイヤモン
ド間の格子定数及び熱膨張係数の相違が避けられない。
従って右図(a)に示すように、それらの相違により下地基
板101とダイヤモンド102とが反った状態で、ダイヤモンド
102から基板103を平板状に成形加工して取り出さなけれ
ばならなかった。

反った状態では、ダイヤモンドの結晶面は曲率を有する
ため、結晶軸の傾きも均一に揃えることは出来ず、角度
ずれが生じていた。そのダイヤモンドから取り出した基板
は、右図(b)に矢印で示すように、基板103の中心部から
端部に行くに従い角度のずれが大きくなってしまい、結晶
軸の角度を均一にすることが出来ず、結晶軸の角度ずれ
は改善されずにそのまま残存していた。



（３）特許6450919（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板及びダイヤモンド基板の製造方法

製造手順

（１）下地基板４、例えば、酸化マグネシ
ウム（MgO）、酸化アルミニウム（α－
Al2O3：サファイア）、Si、石英、白金、イ
リジウム、チタン酸ストロンチウム
（SrTiO3）等を用意する。下地基板４は、
少なくとも片面4aが鏡面研磨されたもの
を用いる。

（２）下地基板４の上に、例えば、ＣＶＤ法
でダイヤモンド層９を形成する。 30μｍ
以上500μｍ以下の厚みで成長すること
が好ましい。

（３）ダイヤモンド層９から、複数の柱状ダ
イヤモンド11を形成する。その形成には、
エッチングやフォトリソグラフィ、レーザ加
工等を用いる。



（３）特許6450919（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板及びダイヤモンド基板の製造方法

製造手順

下地基板４に対してダイヤモンド層９は、ヘテ
ロエピタキシャル成長により形成されるため、
ダイヤモンド層９には結晶欠陥が多く形成され
るものの、複数の柱状ダイヤモンド11とするこ
とにより欠陥を間引くことが可能となる。

（４）柱状ダイヤモンド11の先端に、ダイヤモン
ド基板層12を成長させて形成する。各柱状ダ
イヤモンド11の先端からダイヤモンド単結晶
を成長させることにより、どの柱状ダイヤモン
ド11からも均等にダイヤモンド単結晶の成長
を進行させることが出来る。



（３）特許6450919（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板及びダイヤモンド基板の製造方法

製造手順

（５）ダイヤモンド基板層12の形成後、柱状ダ
イヤモンド11部分でダイヤモンド基板層12
を下地基板４から分離する。

柱状ダイヤモンド11部分で分離させるため
には、柱状ダイヤモンド11部分に何らかの
力を加える必要がある。

本発明ではダイヤモンド基板層12の成長時
に、下地基板４とダイヤモンド基板層12に発
生する反りにより柱状ダイヤモンド11に応力
を発生させ、その応力により柱状ダイヤモン
ド11を破壊し、ダイヤモンド基板12を下地基
板４から分離する。



（３）特許6450919（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板及びダイヤモンド基板の製造方法

【請求項１】
ダイヤモンド基板はダイヤモンド単結晶から成り、
外観上、表面及び裏面が平坦で平行に形成された平板型で１つの自立基板で、
平面方向の形状が円形状又はオリフラ面が設けられた円形状であり、
直径が0.4インチ以上８インチ以下であり、
更にダイヤモンド基板の内部の結晶面が曲率を有しており、その曲率が０ｋｍ-1

を超えて400ｋｍ-1以下であることを特徴とするダイヤモンド基板。



（４）特許7078947（信越化学工業、産業技術総合研究所、金沢大学）
ダイヤモンド製膜用下地基板及びそれを用いたダイヤモンド基板の製造方法

【背景技術】

ダイヤモンド基板として用いられているものに、高温高圧合成（ＨＰＨＴ）法によっ
て合成されたＩｂ型のダイヤモンドがある。
しかしながら、このＩｂ型のダイヤモンドは、窒素不純物を多く含み、また、最大で
８ｍｍほどの大きさしか得られないため、実用性は高くない。

【発明が解決しようとする課題】
本発明は、転位欠陥等を含めて各種欠陥の低減に有効なダイヤモンド基板の
製造方法及びそれに用いる下地基板の提供を目的とする。



（４）特許7078947（信越化学工業、産業技術総合研究所、金沢大学）
ダイヤモンド製膜用下地基板及びそれを用いたダイヤモンド基板の製造方法

【課題を解決するための手段】

本発明に用いる下地基板は、化学気相成長法によりダイヤモンド膜（ダイヤモンド基板）を製膜
するためのものであり、下地の表面にオフ角が付けられていれば、前記下地基板の表面は、ダイ
ヤモンド，イリジウム，ロジウム，パラジウム及び白金のいずれかでよい。

下地基板の表面がダイヤモンドにオフ角が付けられていれば、ホモエピタキシャル成長になり、
下地基板の表面がダイヤモンド以外であればヘテロエピタキシャル成長になる。

下地表面を構成する異種材料としては、ダイヤモンドと同様に立方晶であり、ダイヤモンドとの
格子不整合が小さく、さらに炭素と反応して炭化物を形成しない材料が好ましい。
これらの条件を満たす材料としては、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｂ）、イリジウム（Ｉｒ）、白金
（Ｐｔ）などの白金族が主に挙げられる。
ここで、ダイヤモンドの格子定数は３．５７Åであり、Ｒｈ（格子定数３．７２Å）との格子不整合は
４．２％、Ｉｒ（格子定数３．８４Å）との格子不整合は７．６％、Ｐｔ（格子定数３．９２Å）との格子不整
合は９．８％である。

また、その中でも最も融点が高く、ダイヤモンド成長中のプラズマや高温環境下における安定
性の観点からは、Ｉｒが好ましい。



（４）特許7078947（信越化学工業、産業技術総合研究所、金沢大学）
ダイヤモンド製膜用下地基板及びそれを用いたダイヤモンド基板の製造方法

製造手順

（１）直径１０．０ｍｍ、厚さ１．０ｍｍ、表面が（１００）
面で、結晶軸［０１１］方向にオフ角が０°のものと、
オフ角４°及び８°となる両面研磨された単結晶シ
リコン（Ｓｉ）基板３を準備した。

（２）準備した単結晶シリコン基板３の片面に、電子
ビーム蒸着によって単結晶ＭｇＯからなる中間膜２
単結晶ＭｇＯ（中間膜）が、１μｍになるまでエピタキ
シャル成長させた。

（３）この単結晶ＭｇＯからなる中間膜上に、マグネト
リンスパッタ法（１３．５６ＭＨｚ）を用いて、Ｉｒからなる
表面膜１を形成した。

（４）直流プラズマＣＶＤ法によってダイヤモンド１０を
ヘテロエピタキシャル成長させた。



（４）特許7078947（信越化学工業、産業技術総合研究所、金沢大学）
ダイヤモンド製膜用下地基板及びそれを用いたダイヤモンド基板の製造方法

【請求項１】
化学気相成長法にてダイヤモンド膜を製膜するための下地基板であって、

前記下地基板はシリコン基板の上に形成した中間膜と、前記中間膜の上に形成
した表面膜とからなる複層構造であり、
前記表面膜は、イリジウムからなり、
前記中間膜は単結晶酸化マグネシウムであり、
前記下地基板の表面膜は、結晶面方位｛１００｝に対して結晶軸方向＜１１０＞に
２～１５°のオフ角を有し、かつ結晶面との直交軸廻りのずれであるオフ方向の
ずれが±１５°以内であり、前記オフ角は前記シリコン基板又は中間膜に形成し
てあってもよいことを特徴とするダイヤモンド製膜用下地基板。



（５）特許7161158（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板層の製造方法

【発明が解決しようとする課題】

大径化された基板に関し、気相成長に必要な高精度の表面粗さを付与することが
できず、当該結晶表面を用いたダイヤの気相成長に際してヒロック（Ｈｉｌｌｏｃｋ：微小な
突起）の発生を抑制することができないという課題を有している。

加えて、他の加工方法についても、古くから宝石加工に用いられてきたレーザー
切断やダイヤモンド砥粒を用いた機械研磨となる為、加工面が粗くなると共に、加工
変質層を生じてしまう。

表面に加工変質層を生じることなく、高精度かつ滑らかな表面粗さを有する単結晶
ダイヤモンド基板を用いたダイヤモンド基板層の製造方法の提供を目的としている。



（５）特許7161158（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板層の製造方法

製造手順

・ＭｇＯ単結晶基板と酸化アルミニウム（サファイア）単結
晶基板は、熱的に極めて安定していると共に、８インチ
（約２０３．２ｍｍ）までの直径の基板が出ているため、簡
単に入手可能との理由から、前記ホモエピ用基板作成時
に用いるダイヤモンド層用の基板１として好ましい。



（５）特許7161158（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板層の製造方法

製造手順

・ＭｇＯ単結晶基板と酸化アルミニウム（サファイア）単結
晶基板は、熱的に極めて安定していると共に、８インチ
（約２０３．２ｍｍ）までの直径の基板が出ているため、簡
単に入手可能との理由から、前記ホモエピ用基板作成時
に用いるダイヤモンド層用の基板１として好ましい。

（１）下処理として、下地基板１の面上に、イリジウム（Ｉｒ）
単結晶膜２を成膜する。

（２）当該Ｉｒ単結晶膜上に片面にダイヤモンド単結晶から
成るダイヤモンド層３を成長させて形成する。ダイヤモンド
層の成長方法は特に限定されず、パルスレーザ蒸着（ＰＬ
Ｄ：Ｐｕｌｓｅｄ Ｌａｓｅｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法や、化学気相蒸着法
（ＣＶＤ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等の気相成
長法がある。



（５）特許7161158（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板層の製造方法

製造手順

（３）上記ダイヤモンド層３を形成後、下地基板１を分離す
る。本実施形態では、硝酸等を用いたウェットエッチング
によって下地基板１を除去すると共に、残ったＩｒ膜２につ
いて半田と合金化後、同様の方法で除去している。

（４）上記（１）～（３）によって製造された右図ホモエピ用基
板４について、本実施形態では育成された表面Ｏを底面
とし、裏面Ｕに再度上記ダイヤモンド基板層の気相成長を
行う。

・本実施形態では同一材質上へのホモエピタキシャル成
長によって高品質な単結晶ダイヤモンド基板を得ることが
できた。



（５）特許7161158（アダマンド並木精密宝石）
ダイヤモンド基板層の製造方法

【請求項１】
単結晶ダイヤモンド基板成長用の下地基板として、ＭｇＯ単結晶，α－Ａｌ２Ｏ３，Ｓｉ，石英，白金，イリジウ
ム，チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）の何れかを材質とし、表面粗さＲａが１０ｎｍ以下の面を有する前記
下地基板を用意し、
前記下地基板の前記面上にイリジウム単結晶膜を成膜し、
前記下地基板を成長炉内に配置し、
水素、炭素を含む気体としてメタン／水素ガス流量比０．００１％～３０％でメタンを前記成長炉内に導入
し、
前記成長炉の炉内圧力を１．３×１０３Ｐａ～１．３×１０５Ｐａに保ち、
周波数２．４５ＧＨｚ（±５０ＭＨｚ）、或いは９１５ＭＨｚ（±５０ＭＨｚ）のマイクロ波を電力１００Ｗ～６０ｋＷ投
入することによりプラズマを発生させ、
前記プラズマによる加熱で温度を７００℃～１３００℃に保った前記下地基板片面上に活性種を堆積させ
て、
前記イリジウム単結晶膜上に単結晶ダイヤモンド基板を３０μｍ以上５００μｍ以下の厚みで気相成長さ
せ、

ウェットエッチングで前記下地基板と前記イリジウム単結晶膜を除去して、前記単結晶ダイヤモンド基板
の表面及び裏面に加工変質層がなく、前記裏面を表面粗さＲａ＝１０ｎｍ以下の面にし、
前記単結晶ダイヤモンド基板の前記裏面側に再度気相成長を行い、ホモエピタキシャルでダイヤモンド
基板層を成長させる前記単結晶ダイヤモンド基板を用いたダイヤモンド基板層の製造方法。



終わり

• ご精読、ありがとうございます。


